
2019年 9月吉日 

法人インターネットバンキング            栃木信用金庫 

ご利用のお客さま 各位                 
 

 

消費税引き上げに伴う法人インターネットバンキン

グ「先方負担手数料」の設定確認および変更のお願

いについて 
 

 

いつも栃木信用金庫をご利用いただきありがとうございます。 

10月 1日（火）からの消費税引き上げに伴い、法人インターネットバンキ

ングで「先方負担手数料設定」機能をご利用いただいている場合、設定内容

により変更手続きが必要になります。 

 「先方負担手数料設定」の設定内容の確認および変更方法について次ペー

ジに記載しましたのでご確認のうえご対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

栃木信用金庫 事務部 

ＴＥＬ：０２８－６３３－５５００ 

 

 

 

 

 

 



 

 

先方負担手数料の確認および変更方法 

 

※本作業は、利用権限が管理者もしくは承認者で実施してください。 

 

 

１．メイン画面より、「手数料照会」「先方負担手数料設定」を押下します。 

 

 

 

 

 

２．企業選択画面より、手数料を確認する企業を選択し、「選択」ボタンを押

下します。 

 

企業を選択し、「選択」ボタンを

押下します。 



 

 

３．手数料課税区分の設定を確認します。 

  赤で囲った手数料区分が「内税」となっている場合は変更作業が必要です。 

  次ページ以降の 4～7の作業を行ってください。 

  「外税」となっている場合は変更不要です。 

 



 

４．（手数料課税区分が「内税」設定となっている場合） 

手数料課税区分を内税から外税に変更し、基準金額を税込金額から税抜金額

へ変更し、「登録」ボタンを押下します。 

 ※外税となっている場合は以下の作業は不要です。 

 

 

 

５．登録完了画面が表示されます。続いて変更結果の確認を行うため、「先方負

担手数料設定」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

手数料課税区分

を「内税」から「外

税」へ変更しま

す。 

手数料課税区分

を「内税」から「外

税」へ変更しま

す。 
金額を「税込金額」か

ら「税抜金額」へ変更

します。 

金額を「税込金額」か

ら「税抜金額」へ変更

します。 

変更内容入力後、「登録」ボタン

を押下します。 

「先方負担手数料設定」ボタン

を押下します。 



 

 

６．企業選択画面より、手数料を確認する企業を選択し、「選択」ボタンを押下

します。 

 

 

 

７．手数料課税区分および基準金額が変更されていることを確認します。 

  変更されていれば設定作業は完了です。 

 

 

以 上 

 

企業を選択し、「選択」ボタンを

押下します。 


